
国の機関又は地方公共団体が行う通知・協議の流れ（平成２５年４月～）

●協議・通知の手続き

手続きの流れ

（参考）

景観法 都市景観条例

通知 法１６条第１項の届出が必

要な行為を行う場合は必ず

必要（法第１６条第５項）

規定がないため、通知の必要もない

が、協議が必要となるため、通知書に

も記載欄を設ける。

協議 通知があった場合、景観計画

の制限について必要に応じ

て市は協議を求めることが

できる

（法第１６条第６項）

景観計画の制限、山なみ許可基準、

止々呂美田園景観保全地区基準、都市

景観形成地区基準、景観形成誘導基準

の遵守について必ず協議が必要

（条例第１２条第２項）

（条例第１６条第２項）

（条例第２３条第５項）

（条例第２９条第５項）

（条例第３４条第５項）

（条例第３９条第５項）

完 了

届

規定無し 規定無し（計画を届け出た場合のみ完

了届の提出を規定）

①
協
議
書
の
提
出

（
条
例
に
基
づ
く
協
議
）

助

言

・

指

導

☆
都
市
景
観
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

②
通

知

③
完
了
等
の
届
出
（
任
意
）

着

工

竣

工

建
築
確
認
等

事前相談に

相当

届出書に相当

（最終形）

通
知
書
及
び
協
議
書
に
は
、
法
及
び
条
例
の
届

出
が
必
要
と
な
る
行
為
を
あ
わ
せ
て
示
し
て

も
ら
い
、
一
括
で
協
議
す
る

提
出
を

お
願
い

す
る

通知があった場合、必要に応じて、法１６条６項に基

づく協議ができるとあるが、条例に基づく事前の協議

（必須）により基準等を遵守した形で通知してもらう

ことにより、法の協議は原則行わない


